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   国立大学法人筑波大学研究ライセンス取扱規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この法人規程は、国立大学法人筑波大学知的財産規則（平成１６年法人規則第１２号）

第１０条の規定に基づき、国立大学法人筑波大学（以下「本学」という。）が保有する知的財産

権に係る研究ライセンスに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この法人規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 大学等 大学、大学共同利用機関、短期大学、高等専門学校、研究開発を行っている国の

施設等機関、研究開発を行っている特殊法人及び独立行政法人、公立の試験研究機関その他

これらに類する研究機関等をいう。 

(2) 非営利研究 大学等において行われる非営利目的のための研究をいう。 

(3) 研究ライセンス 非営利研究のための本学が保有する知的財産権に係る非排他的な実施

許諾をいう。 

 

（研究ライセンス供与の原則） 

第３条 本学の保有する知的財産権に関して、他の大学等から研究ライセンスを求められた場合

は、原則として、研究ライセンスを供与するものとする。 

 

 （供与の申込み） 

第４条 他の大学等が、研究ライセンスの供与を受けようとするときは、別記様式第１の研究ラ

イセンス供与申込書により、学長に申し込むものとする。 

 

 （供与の承諾） 

第５条 学長は、研究ライセンス供与の適否について、国際産学連携本部（国際産学連携本部規

程（平成２６年法人規程第４６号）第１条に規定するものをいう。）の審査結果に基づき、決定

を行うものとする。 

２ 学長は、前項の規定により、研究ライセンスの供与を承諾する旨の決定をしたときは、別記



様式第２の研究ライセンス供与承諾書により、他の大学等に通知するものとする。 

 

（迅速処理の原則） 

第６条 前条に規定する研究ライセンスの供与に当たっては、他の大学等における非営利研究の

円滑な実施が可能となるよう、できる限り速やかに、所要の手続を進めるものとする。 

 

（手続の簡素化） 

第７条 第４条及び第５条の規定にかかわらず、他の大学等と国立大学法人筑波大学（以下「本

学」という。）の間での事前の取決めに基づき、当該知的財産権の創出者と使用者の間の研究ラ

イセンス供与の申込みと承諾により、当該他の大学等の長と学長の間の申込みと承諾に代える

ことができるものとする。この場合の研究ライセンス供与申込書と研究ライセンス供与承諾書

については、当該他の大学等の長と学長を知的財産権の創出者又は使用者と読み替えて、別記

様式第１及び別記様式第２を準用するものとする。 

 

（学長への報告） 

第８条 本学の保有する知的財産権に関して、本学の職員が前条の規定に基づく研究ライセンス

供与の承諾を行った場合は、翌年度の４月末日までに前年度の分を取りまとめて、別記様式第

３により、所属長を経て学長に報告するものとする。 

 

（研究ライセンスの対価） 

第９条 研究ライセンスの対価については、無償とする。ただし、当該知的財産権の対象である

有体物の作製・提供等に費用を要した場合は、当該費用の範囲内において対価の支払を求める

ことができるものとする。 

 

（研究成果の公表） 

第１０条 本学から供与された研究ライセンスにより非営利研究を行う者が、後続する研究開発

により成果を得たときは、その成果の公表を自由に行うことができる。ただし、本学が第三者

との契約により、公表に関して制約を受ける義務を負っている場合は、この限りでない。 

 

（非営利目的以外の研究への準用） 

第１１条 他の大学等における非営利目的の研究以外の場合においても、その研究が人類の福祉

の増進など公共の目的に資するものであると認められる場合は、研究ライセンスを供与するこ

とができるものとする。 

２ 前項の手続は、第３条から前条までの規定を準用する。 

 

（法人細則への委任） 

第１２条 この法人規程に定めるもののほか、研究ライセンスの取扱いに関し必要な事項は、別

に定める。 

 



附 則 

この法人規程は、平成２０年７月１７日から施行し、同年４月１日から適用する。 

 

附 則（平２１．５．２８法人規程３４号） 

 この法人規程は、平成２１年５月２８日から施行し、改正後の国立大学法人筑波大学研究ライ

センス取扱規程の規定は、同年４月１日から適用する。 

 

附 則（平２３．９．２９法人規程６４号） 

この法人規程は、平成２３年１０月１日から施行する。 

 

附 則（平２６．３．２７法人規程４９号） 

この法人規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則（平３１．４．２６法人規程３８号） 

この法人規程は、平成３１年５月１日から施行する。 

 



別記様式第１（第４条関係） 

研究ライセンス供与申込書 

  

 年 月 日 

 

国立大学法人筑波大学長 殿 

 

 

                          住 所 

                          機関名 

                          代表者            印  

 

 

 

 貴学保有に係る下記の知的財産権について、当方所属の下記の者が、下記記載の非営利目的の

研究において使用したいので、研究ライセンスの供与を申し込みます。 

 

 

記 

 

 

１．知的財産権 

（名称） 

（特許関連番号等） 

 

２．使用者 

（所属） 

（氏名） 

（使用目的） 

 

 

 

 

 

 



別記様式第２（第５条関係） 

研究ライセンス供与承諾書 

 年 月 日 

 

住 所 

機関名 

代表者            殿 

 

国立大学法人筑波大学長 

 印 

 

    年 月 日付けで申込みのあった、下記知的財産権に係る研究ライセンスの供与に関し

て、下記の条件により、使用を承諾します。 

 

記 

 

１．知的財産権 

（名称） 

（特許関連番号その他）  

 

２．使用者 

（所属） 

（氏名） 

（使用目的） 

 

３．使用条件 

（１）本件知的財産権の使用の対価は、無償とする。ただし、当該知的財産権の対象である有体

物の作製・提供等に費用を要した場合は、当該費用の範囲内において対価の支払を求める

ことがあるものとする。 

（２）本学から供与された研究ライセンスにより研究を行う者が後続する研究開発により成果を

得たときは、その成果の公表については、自由に行うことができるものとする。ただし、

本学から別途指示した場合は、この限りでない。 

（３）その他本件知的財産権の使用に関して、本学から別途指示した場合は、その指示に従うも

のとする。 

 



別記様式第３（第８条関係） 

研究ライセンス供与報告書 

 年 月 日 

国立大学法人筑波大学長 殿 

所属系・氏名       印 

 

 研究ライセンスを以下のとおり供与しましたので、報告します。 

期間：   年 月 日 ～    年 月 日 

年 月 日 
知的財産権の名称 

（特許関連番号その他） 

提供先の機関・ 

研究者の名称 
理由他 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 


